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序     文 
 

ジブチ共和国では、国の保健医療政策において、国民の死亡率・罹患率を減少させることを目

標に掲げ、そのための方策のひとつとして保健システムのニーズに合致した人材育成の強化、ま

たそれを通じた質の高いヘルスケアの実現をめざしています。しかしながら、MDGs（ミレニアム

開発目標）の指標の1つでもある妊産婦死亡率は高止まりしており、妊産婦の健康状態の改善は新

たな対策が必要とされている状況にあります。産科医の絶対数の不足から、助産師に求められる

役割は大きいものの、現任研修は体系化されておらず、一部の助産師に研修を受ける機会が集中

するという事態が生じています。また、保健医療施設における基本的な衛生概念や整理整頓の不

徹底、コミュニティにおける母親へのカウンセリングの不足、基本的産科機材の使用法の周知不

徹底が散見されており、質の高い医療サービスの提供に向けて早急な改善が必要とされています。 

このような状況の下、ジブチ共和国政府から、助産師の能力向上を通じた、産科医療サービス

の向上のための技術協力プロジェクトが、この分野で経験を有するわが国に要請されました。 

プロジェクトの開始に先立ち、JICAはジブチ共和国政府からの協力要請の背景、内容を確認し、

カウンターパート機関である保健省をはじめとするジブチ共和国政府関係機関との協議のうえで、

協力計画を策定することを目的として、詳細計画策定調査を2012年8月24日から9月8日まで実施し

ました。本報告書はその調査結果を取りまとめたものです。 

ここに、本調査にあたりご協力を賜りました日本側関係者、ジブチ共和国保健省、病院関係者

並びに保健分野援助機関担当者各位ほか、関係者の皆さまに深甚なる謝意を表しますとともに、

プロジェクト開始に向けてより一層のご指導、ご協力を頂けますようお願い申し上げます。 

 

平成25年4月 

 

独立行政法人国際協力機構 

人間開発部長 萱島 信子 



 

 

目     次 
 

序 文 

目 次 

地 図 

写 真 

略語一覧 

 

第１章 詳細計画策定調査の概要 ········································································································· 1 

１－１ 要請の背景 ···························································································································· 1 

１－２ 調査の目的 ···························································································································· 1 

１－３ 調査団の構成 ························································································································ 2 

１－４ 調査日程 ································································································································ 3 

 

第２章 当該国の母子保健サービスの現状と課題 ··············································································· 4 

２－１ 当該国の保健医療の概況 ····································································································· 4 

２－２ 保健医療システム ················································································································· 5 

２－３ 保健医療人材 ························································································································ 7 

２－４ 当該国の保健医療政策 ········································································································· 7 

２－４－１ 国家開発計画における位置づけ ··············································································· 7 

２－４－２ 国家保健計画 ············································································································· 8 

２－５ 母子保健分野における現状分析と課題 ··············································································· 8 

２－５－１ 母子保健人材の量と質 ······························································································ 9 

２－５－２ 都市・地方格差 ······································································································· 10 

２－６ 当該分野の他開発パートナーによる支援とわが国の協力実績 ······································· 12 

２－６－１ 他開発パートナーによる支援 ················································································ 12 

２－６－２ わが国の協力実績 ··································································································· 14 

 

第３章 プロジェクト基本計画 ··········································································································· 16 

３－１ プロジェクトの実施体制 ··································································································· 16 

３－２ プロジェクトの枠組み ······································································································· 16 

３－３ 投入計画 ······························································································································ 17 

 

第４章 プロジェクト実施の妥当性 ··································································································· 18 

４－１ 本プロジェクトのジブチ国国家政策・戦略との整合性 ·················································· 18 

４－２ 本プロジェクトの日本の援助政策・戦略との整合性 ······················································ 18 

４－３ ターゲットグループの選定は適切か ················································································ 18 

４－４ ターゲットグループのニーズとの合致 ············································································· 19 

４－５ プロジェクトのアプローチはジブチ国の母子保健向上のための戦略として適切か ····· 19 

４－６ 日本側・ジブチ国側の費用負担の公平性の確認 ····························································· 20 



 

 

４－７ 他ドナーの保健分野支援政策・プログラムとの合致 ······················································ 20 

４－８ 日本の経験・リソースの活用 ···························································································· 20 

 

第５章 総 括 ····································································································································· 22 

５－１ 団長総括 ······························································································································ 22 

５－２ 母子保健団員総括 ··············································································································· 22 

５－３ プロジェクト実施に向けた留意事項 ················································································ 25 

 

付属資料 

１．署名ミニッツ（英語・仏語） ··································································································· 29 

２．主要面談者リスト ······················································································································ 64 

３．主要面談録 ·································································································································· 66 

 



 



 

 

 

 

プロジェクト対象予定施設である 

ディキル病院での聞き取り 

 

プロジェクト対象予定施設である 

タジュラ県病院の分娩室 

 

 

 

 

プロジェクト対象予定施設である 

ハイアブレ保健センターの分娩室 

 

助産師の育成を行っている 

保健科学高等機関（ISSS） 

 

 

 

 

保健省との協議 ミニッツ署名 

（左：調査団長、右：保健省母子保健局長） 

 



 

 

略 語 一 覧 
 

略 語 仏語・英語名称 日本語名称 

AFD Agence Française de Développement フランス開発庁 

ANC Antenatal Care 産前ケア 

CHW Community Health Worker コミュニティヘルスワーカー

CMH Centre Médical Hospitalier 県病院 

CSC Centre de Santé Communautaire 保健センター 

DEPCI 
Direction des Etudes, de la Planification et de la 

Coopération Internationale 
計画・国際協力局（保健省）

DPS Direction de la Promotion de la Santé 保健推進局（保健省） 

DRHF Direction des Ressources Humaines et Financières 人材・財政局（保健省） 

DRS Direction des Régions Sanitaire 地方保健局（保健省） 

DSME Direction de la Santé de la Mère et de l’Enfant 母子保健局（保健省） 

EMD Ecole de Médecine de Djibouti ジブチ医学校 

EPI Expanded Program on Immunization 拡大予防接種計画 

FGM Female Genital Mutilation 女性器切除 

IMCI Integrated Management of Childhood Illnesses 小児疾病の統合管理 

IMR Infant Mortality Rate 乳児死亡率 

INDS Initiative Nationale pour le Développement Social 社会開発全国イニシアティブ

ISSS Institut Supérieur des Sciences de la Santé 保健科学高等機関 

JICA Japan International Cooperation Agency 国際協力機構 

MDGs Millennium Development Goals ミレニアム開発目標 

MMR Maternal Mortality Ratio 妊産婦死亡率 

MS Ministère de la Santé 保健省 

PDM Project Design Matrix 
プロジェクト・デザイン・マ

トリックス 

PMTCT Prevention of Mother-To-Child Transmission of HIV 母子感染予防 

PNDS Plan National de Développement Sanitaire 国家保健開発計画 

PRSP Poverty Reduction Strategy Papers 貧困削減戦略ペーパー 

PS Poste de Santé 保健ポスト 

SBA Skilled Birth Attendant 熟練助産者 

TBA Traditional Birth Attendant 伝統的産婆 

TOT Training for Trainers 指導者研修 

UNFPA United Nations Population Fund 国連人口基金 



 

 

UNICEF United Nations Children’s Fund 国連児童基金 

USAID United States Agency for International Development 米国国際開発庁 

WHO World Health Organization 世界保健機関 

 



 

－1－ 

第１章 詳細計画策定調査の概要 
 

１－１ 要請の背景 

ジブチ共和国（以下、「ジブチ国」と記す）は、人口約82万人（ジブチ国政府人口調査、2009年）

の小国であるものの、紅海を通じて欧州と中東及びアジアとを結ぶ海上輸送の要衝であり、かつ

アフリカと中東沿岸諸国とを結ぶ東アフリカ内陸への玄関口という地政学上重要な場所に位置し

ている。政治的安定を保っており、「アフリカの角」地域における安定要因となっている。国連の

ミレニアム開発目標（Millennium Development Goals：MDGs）モニタリング2007によると、ジブチ

の保健セクターに係るMDGs達成状況は、データが存在する目標4及び5のうち、「４．5歳未満児死

亡率の削減」は達成見込みとされている一方、妊産婦の健康状態の改善は新たな対策を実施しな

い限り達成困難とされている。 

ジブチ国政府は第2次国家保健衛生開発計画2008-2012のなかで、ジブチ国民の死亡率・罹患率を

減少させることを目標に掲げ、そのための方策のひとつとして保健システムのニーズに合致した

人材育成を通じた質の高いヘルスケアの実現をめざしている。これまでに医師養成学校及びパラ

メディカル技術者養成校の設立等を実施しており、医療従事者1名当たりの人口は、医師7,718人、

助産師5,178人（ジブチ国保健省実施調査より集計、2009年）と、周辺諸国に比べ、特に制約が大

きいとはいえない。しかしながら、産科医についてはジブチ人医師が現在3名のみであるため、他

国からの人的援助に依存している状態であり、助産師に求められる役割が大きくなっている。ま

た、妊産婦死亡率が高止まりしている要因として、医療従事者が提供する医療サービスの質に課

題があることが考えられる。産科医の不足から、助産師が専門医の指示なしに妊婦の状態を診断

し、上位医療施設へのリファーの必要性を判断せざるを得ない環境に置かれている。また、加え

て、基本的な衛生概念や整理整頓の不徹底や、コミュニティにおける母親へのカウンセリングの

不足、基本的産科機材の使用法の周知不徹底が散見されており、質の高い医療サービスの提供に

向けて早急な改善が必要とされている。 

このような背景から、ジブチ国政府よりわが国政府に対し、保健省をカウンターパート機関と

し、地方5県の県病院5施設及び産科設備のある3診療所に勤務する助産師の能力向上を通じた、産

科医療サービスの向上のための技術協力「母子保健サービス改善プロジェクト」（以下、「プロジ

ェクト」とする）が要請された。 

本件詳細計画策定調査は、プロジェクト候補サイトにおける母子保健行政及びサービス実施体

制に係る状況や関連ドナーの援助動向も踏まえたうえで、プロジェクトの計画内容を事前評価す

るとともに、同じ仏語圏であるモロッコ国のリソースによる協力の方向性と具体的協力内容につ

いて確認し、カウンターパート機関等先方政府関係機関の合意を得ることを目的として派遣され

た。 

 

１－２ 調査の目的 

本詳細計画策定調査は、上記背景を踏まえ、以下を目的として実施された。 

    

（1）ジブチ国の国家政策・戦略である、｢社会開発全国イニシアティブ（Initiative Nationale pour le 

Développement Social： INDS） 2008-2012 ｣ 及び ｢国家保健開発計画（ Plan National de 

Devéloppement Sanitaire：PNDS）2008-2012｣に整合したプロジェクトデザインを検討する。 
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（2）保健省内の関連部署〔計画・国際協力局、衛生局、母子保健局、医療教育局、トレーニン

グ部、保健科学高等機関（Institut Supérieur des Sciences de la Santé：ISSS）等〕や関連開発パ

ートナー〔世界保健機関（World Health Organization：WHO）、国連人口基金（United Nations 

Population Fund：UNFPA）、フランス開発庁（Agence Française de Développement：AFD）等〕

より情報収集を行い、コミットメントの程度や動向について留意し、相互連携による相乗効

果の発現が図られるようなプロジェクトデザインを行う。 

 

（3）要請内容を確認し、現地調査により収集する先方関係者の意見を踏まえ、同国の課題に対

応するプロジェクトデザイン〔プロジェクト目標、投入、実施体制、活動計画、プロジェク

ト・デザイン・マトリックス（Project Design Matrix：PDM）等〕を検討し、合意形成を図る。 

 

（4）プロジェクト開始までに行う作業及びそのスケジュールを確認する。 

 

（5）協力内容、ジブチ国側・日本側双方の責任・役割分担、プロジェクト開始までに行うべき

作業とそのスケジュールについて確認し、ジブチ国側・日本側双方で合意した事項をミニッ

ツとして取りまとめ、署名交換を行う。 

 

１－３ 調査団の構成 

 担 当 氏 名 所  属 

1 団長/総括 佐藤 都喜子 JICA人間開発部 課題アドバイザー 

2 母子保健1 Prof. Rachid Bezad Director General, National Center for Reproductive Health

(CNSR), Rabat University, Morocco 

3 母子保健2 和田 礼子 モロッコ国 継続的母子保健ケア・アドバイザー 

4 協力企画 金子 菜絵 JICA人間開発部保健第一課 職員 

5 評価分析 溝上 芳恵 特定非営利活動法人HANDS シニアプログラムオフ

ィサー 
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１－４ 調査日程 

月日 佐藤団長 金子団員 溝上団員 Bezad団員、和田団員

8月24日 金   本邦発  

8月25日 土   ジブチ着  

8月26日 日   保健省表敬、PK12保健セン

ター視察、JICAジブチ支所打

合せ 

 

8月27日 月   タジュラ県病院・オボック県

病院視察 

 

8月28日 火 本邦発 アルタ地域病院・ハイアブレ

保健センター視察 

モロッコ発 

8月29日 水 ジブチ着 ドラレ保健センター視察、

AFD 

UNICEF、USAID、団内協議 ジブチ着 

8月30日 木 保健省表敬及び聞き取り、フセイナ・リプロダクティブ・リファラル・センタ

ー視察、外務国際協力省表敬 

8月31日 金 資料作成、団内協議 

9月1日 土 ディキル県病院・アリサビエ県病院視察、資料作成 

9月2日 日 ISSS・ジブチ医学校・ダルエルハナン病院視察、UNFPA、WHO、EU、団内協

議、資料作成 

9月3日 月 バルバラ病院視察、保健省協議、団内協議、資料作成 

9月4日 火 保健省協議 ジブチ発、モロッコ着

9月5日 水 保健省協議  

9月6日 木 ミニッツ署名、日本大使館・JICAジブチ支所報告  

ジブチ発、エチオピア着   

9月7日 金 JICAエチオピア事務所報

告、エチオピア発 

ジブチ発  

9月8日 土 エジプト着 本邦着 本邦着  
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第２章 当該国の母子保健サービスの現状と課題 
 

２－１ 当該国の保健医療の概況 

ジブチ国の保健状況はここ数年で大きく改善したとされるが、保健指標は世界的にみて依然低

いレベルにある。2011年の乳児死亡率（Infant Mortality Rate：IMR）、及び、5歳未満児死亡率（Under 

5 Mortality Rate：U5MR）は、それぞれ、72人/対1,000出生、90人/対1,000出生であり、2002年のレ

ベル（IMR：83人/1,000出生、U5MR：106人/対1,000出生）からは大きく減少しているものの、依

然として地域平均（WHO東地中海地域、IMR：44.1人/対1,000出生、U5MR：60.7人/対1,000出生、

いずれも2011年）を下回っている1。妊産婦死亡率は2011年のWHO統計では200人/対100,000出生と

されているが、MDG5の達成は困難であることが見込まれている。 

成人の主な疾病としては、呼吸器感染症、原因不明の熱、貧血、下痢症、皮膚病が挙げられて

いる。子どもに関しては、呼吸器感染症（特に肺炎）、下痢症、マラリア、栄養失調、他の新生児

期疾患が主要な疾病であり、5歳未満児の死亡の主な原因は、全体の20％が肺炎、16％が早産、11％

が下痢、10％が出生時の窒息、43％がその他疾患となっている。また、施設での妊産婦死亡の主

な原因は、出血、感染症、子癇である2。 

ジブチ国では、マラリア、コレラ、腸チフス、下痢症、HIV/AIDS、結核などの感染症は依然と

して大きな脅威である。HIV陽性者は人口全体の2.9％であり、また、1,161人/対10万人という結核

患者の割合は、世界でも最も高いレベルにある。しかし一方で、心臓病や糖尿病などの非感染性

疾患も増加傾向にある。 

これらのいわゆる「二重負担」（double burden）の原因としては、非衛生的な生活環境、食糧不

足、不十分な病気予防手段、健康問題に対処できない脆弱なシステムの存在とともに、住民への

保健情報提供の乏しさや健康診断の受診率の低さが指摘される。また、人口増加抑制への対応が

不十分であることや、健康に悪影響を及ぼす社会文化的な習慣の存在〔女性器切除（Female Genital 

Mutilation：FGM）等〕も懸念される。 

 

                                                        
1 World Health Organization, Global Health Observatory Data Repository,  

http://apps.who.int/gho/data/node.country 
2 World Health Organization, Djibouti Country Health Profile, May 2012. 

 



 

－5－ 

２－２ 保健医療システム 

ジブチ国保健省の組織図を図２－１に示す。 

出典：ジブチ国保健省（聞き取りに基づき既存の組織図を一部修正） 

 

図２－１ ジブチ国保健省組織図（2012年9月現在） 

 

ジブチ国の保健医療システムは、地方保健システムアプローチとプライマリーヘルスケア戦略

の2点に特徴づけられる。地方保健システムアプローチは、保健行政区分を地方（district）3ごとに

分割して分権化を図ることで、それぞれに自立的な保健システムを確立し、公平な保健サービス

提供を実現しようとするアプローチである。保健省は、省内に地方保健局（Direction des Régiondes 

Sanitaire：DRS）を設置し、保健サービスへのアクセス改善を推進している。なお、最新の組織図

では、母子保健局内の部署が再編され、また、次官直属であったプロジェクト管理ユニットが他

局同様の編成になったとの話であった。 

地方においては、地方医長（médecin chef district）が地方保健システムを統括する。ジブチ国の

保健医療施設は3つのレベルに分かれており、中央のリファラル病院及び専門病院が第3次保健医

療施設となっているが、第1次・第2次レベルの保健医療施設の配置は、図２－２に示すように、

ジブチ市内と市外5県では異なっている。 

                                                        
3 ジブチ市内の2カ所、及び、市外5県（アルタ県、アリサビエ県、ディキル県、タジュラ県、オボック県）。 
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* 地域病院は、2012年9月現在アルタ県のみ稼働。 
** ジブチ市内の保健医療施設のカテゴリーには保健センターしかないが、実際には、一般医を配置

し、県病院と同等の機能をもつセンターと、保健ポスト相当の機能しかない保健センターが存在

する。 
出典：PNDS 2008-2012（改訂版）に現地調査結果を加筆 

 

図２－２ ジブチ国保健医療施設体制 

 

県においては、第1次保健医療施設である保健ポスト〔医師は常駐せず、検査室設備なし。助産

師、看護師、またはコミュニティヘルスワーカー（Community Health Worker：CHW）が施設を管

理〕と第2次保健医療施設の県病院（Centre Médical Hospitalier：CMH）という構造になっているが、

ジブチ市では、第 1次保健医療施設にカテゴライズされる保健センター（Centre de Santé 

Communautaire：CSC）しか存在しない。なお、現在、地方保健システム強化の観点から、新たに

地域病院（Hôpital Régional）を建設し、地方のリファラル病院としての機能をもたせようとする施

設体制再編の動きがある。地域病院は、アルタ県、アリサビエ県、タジュラ県の3カ所に設置され

る計画であるが、2012年9月現在、アルタ県地域病院が入院設備を備える地方リファラル病院とし

て稼働しているものの、アリサビエ県地域病院は完成には相当の時間がかかる見込みであり、タ

ジュラ県は着工のめども立っていない状態である。 

ジブチ国保健医療システムの第2の特徴であるプライマリーヘルスケア戦略に関しては、公的セ

クターでの医薬品供給システム強化が図られている。2004年に独立組織として設立された医薬

品・必須器材集中購入センター（Centrale d’Achat des Médicaments et Matériel Essentiel：CAMME）

が、各保健医療施設及び施設内に設けられ、地域住民が利用することのできるコミュニティ薬局

からの医薬品の注文・購入・供給を中心的に行う役割を果たしており、公的保健医療施設に対す

る医薬品の供給の効率化を図っている。 
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２－３ 保健医療人材 

ジブチ国において、専門性のある保健医療人材の育成は急務である。ジブチ国には2007年まで

自前の医師養成機関がなく、現在はキューバなどの国外で医学教育を受けたジブチ人医師または

外国人医師が保健医療施設に勤務している。医師1人当たりの人口割合は7,718人4と、周辺国と比

較すると特に困難な状況にはないものの、専門医は絶対的に不足している状態である。将来的に

はジブチ医学校（Ecole de Médecine de Djibouti）出身の専門医5が保健医療施設に一定数供給されて

いくことになるが、医学校から初めての卒業生が出るのは2014年であり、その後、専門医研修等

を終えた医師が施設での勤務を開始するのは2020年ごろになると考えられる。また、ジブチ国保

健省では、モロッコ及びチュニジアと協力協定を締結し、2009年より専門医研修のため人員を派

遣しているが、現在派遣中の医師は合計12名（チュニジア7名、モロッコ5名）にすぎず、量的な

問題を解決するものではない。 

そこで重要な役割を果たすことになるのが看護師や助産師等のパラメディカル人材であり、そ

の養成は大きな意味をもつ。ISSSは、3年課程で、看護師、助産師、臨床検査技師を養成するパラ

メディカル養成機関である。2002年に医療従事者養成センター（Centre de Formation du Personnel de 

la Santé：CFPS）として設立され、2007年にISSSに改編された。2010年以降は高等教育省の管轄機

関となっている。2012年9月現在、生徒数は405名（看護課程215名、助産課程114名、臨床検査課

程64名、麻酔・蘇生課程12名）。入学生には大学入学資格が必要で、在籍中も学業評価により除名

の判断が下されることがあるなど、一定水準以上の技術者養成を重視している。しかし、学費は

無料であり、卒業生には国家資格が与えられ、公務員としての雇用と収入が確保されるなどの措

置もとられている。 

また、さまざまな専門技術者を養成するため、モロッコ、チュニジア、アルジェリア、エチオ

ピアでの海外研修も実施されており、WHO等の支援により人材が派遣されている。現在、最も多

いのが麻酔・蘇生士で、57名が派遣されている（なお、助産師は3名がアルジェリアに派遣）。こ

うして養成されたパラメディカル人材は、特に専門医不足の保健医療機関にあって、しばしば専

門医に代わるような役割が求められるのである。 

 

２－４ 当該国の保健医療政策 

２－４－１ 国家開発計画における位置づけ 

ジブチ国では、2004年5月に貧困削減戦略ペーパー（Poverty Reduction Strategy Papers：PRSP）

が採択され、①経済成長の活性化と競争力の強化、②人的資源の開発、③地方における基礎生

活サービスへのアクセス向上、④国家のガバナンス強化と能力強化、という4つの目標が設定さ

れた。PRSPは一定の成果を上げたが、内容を更に発展させ、構造的な貧困問題に対処する目的

で、2007年1月に第2次PRSPとして、INDS 2008-2012が発表された。 

INDS 2008-2012は、経済成長の維持・促進に加え、過度に不均衡な経済開発の結果として発生

し得る社会的リスクの低減をめざし、基礎的社会サービスへのアクセス改善、雇用創出、貧困

層に対する支援を前面に打ち出した内容となっている。具体的には、INDSには、①国家競争力

                                                        
4 ジブチ共和国保健セクター基礎調査現地調査結果概要（案）、9ページ。 
5 ジブチ医学校においては専門医養成課程を有しておらず、卒業後ジブチ国内で2年間の臨床経験を経たのちに国外において臨

床研修を受け、専門医の資格認定を受けることとなっている。同校における専門医養成課程の設置は2016年以降を予定してい

る。 
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の強化及び持続的な経済成長、②人的資源開発、基礎生活向上、環境保全、③貧困撲滅、社会

的弱者保護、④ガバナンス強化、という4つの柱がある。 

保健セクターの開発は第2の柱を実現するための方策のひとつとなっており、そのための具体

的な戦略である保健サービスの利用の改善に向け、リプロダクティブヘルス全般、すなわち、

妊娠・出産ケア、産前・産後ケアの強化、産科機材にかかわるプログラムの実施を打ち出して

いる。また、INDSの実施によるMDGsの達成に関しては、妊産婦死亡率の低減のための具体的

な数値目標として400人/対10万人を設定している6。 

 

２－４－２ 国家保健計画 

保健セクターの開発戦略の策定については、IDA（International Development Association）を介

して行われた日本政府の資金援助による活動計画を端緒とし、世界銀行を中心とする保健セク

ターのドナーの技術・財政支援を得ながら、1995年以降、保健省で協議が進められてきた。そ

して、2002年にPNDS 2002-2011が発表された。PNDS 2002-2011は、ジブチ国民の健康向上をめ

ざし、5つの目標と、各目標を達成するための個別目標、戦略、活動から構成される。 

PNDS 2002-2011は、策定時に5年ごとの実施が想定されており、最初の5カ年の終了後に計画

の見直しが行われた。そして、PNDS2002-2011の基本的な枠組みを維持しつつ内容を発展させた

第2次PNDS 2008-2012が2008年に発表された。現在は、2010年に行われた中間評価の結果を受け

たPNDS改訂版が実施されている。 

第2次PNDSは、2012年末までのジブチ国民全体の死亡率と罹患率の低減をめざし、第1次PNDS

の5つの目標をほぼ踏襲した以下の目標を掲げている。 

① 保健システムの構造、運営、機能を向上させる 

② 国民のニーズに応えられる保健サービスの普及、機能、質を確保する 

③ 保健システムの必要に応じた資金調達・資金活用を行う 

④ 保健システムの必要に応じた人材の価値化と育成を行う 

⑤ 良質な医薬品と診断手段の使用・入手可能性を高め、適切な利用を促進する 

それぞれの目標には個別目標と戦略、活動が、そして、個別目標に対しては全部で119の指標

と目標値が設定されており、MDG4、5、6の達成を念頭において保健セクターにおけるあらゆる

分野の底上げを図る内容となっている。 

 

２－５ 母子保健分野における現状分析と課題 

今日におけるジブチ国の母子保健分野の状況は、母子保健人材の量と質の問題、及び、都市部

と地方の格差により特徴づけられており、これらが妊産婦死亡率の低減という大命題の達成に影

を落としている。 

 

                                                        
6 本目標数値については、2002年に実施された全国家庭健康調査（Enquête Djiboutienne sur la Santé de la Famille：EDSF）の546

人/対10万出生を基に設定されたものである。保健省関係者の説明によると、その後国勢調査が実施されておらず、現在の数

値については各機関において推計値が出されている。WHO統計（Global Health Observatory Data Repository）では2010年時点で

200人/対10万出生としているが、その値については100-410人/対10万出生の範囲で誤差があるものとしており、統計データの

精度には疑問が残る。 
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２－５－１ 母子保健人材の量と質 

上述のとおり、専門医の数の不足と、専門医不足を補完するパラメディカル人材の役割の大

きさはジブチ国における保健セクター全体の特徴のひとつであるが、母子保健分野はその特徴

を最も顕著に表している。現在、ジブチ国内には産科医は15名程度しかおらず、ジブチ人医師

が3名、残りはキューバやマリなどの外国人医師という構成になっている。現在、モロッコとチ

ュニジアにおける産婦人科医養成研修に人員が派遣されているが、各国1名ずつの派遣であり、

人数の充足には程遠い。また、産科医は中央のリファラル病院に重点的に配置されており、地

方の保健医療施設に勤務する産科医は、2012年9月現在でアルタ地域病院の1名のみで、県病院

及び保健センターには配置がない状態である。 

こうした状況下で、地方の保健医療施設で産科医に代わる役割を果たすのが助産師である。

2012年9月現在、助産師の総数は150名強おり、うち8割程度が臨床で働いている（残りは保健省

職員もしくは教育機関講師）。助産師の配置は以下のとおりである。 

 

表２－１ ジブチ国保健医療施設における助産師の配置 

カテゴリー 医療施設 人数 

ジブチ市内 

第1次 

Khor-bourhan保健センター 1 

Einguella保健センター 1 

Farah-Had保健センター 1 

Ibrahim-Balala保健センター 1 

Arhiba保健センター 1 

Ambouli保健センター 2 

Balbala 1保健センター 1 

Balbala 2保健センター 1 

Hayableh保健センター 1 

PK12保健センター 1 

Doraleh保健センター 1 

ジブチ市内 

産科 

Dar El Hanan産科病院 36 

Balbala病院 21 

Hayableh保健センター 5 

PK12保健センター 5 

Doraleh保健センター 1 

地方* 

（ 括 弧 内 に

2012年 9月現

地調査時点の

県病院勤務助

産 師 数 を 付

記） 

Arta県 7（3） 

Ali-Sabieh県 8（5） 

Dikhil県 10（6） 

Tadjourah県 9（6） 

Obock県 9（4） 

Arta地域病院 4 

計  127 
* Arta地域病院を除く各県の助産師人数は、県病院と保健ポストの合計数 
出典：ジブチ国保健省資料に現地調査結果を加筆 
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助産師は、ISSSでの3年間の基礎教育後、ダルエルハナン産科病院で半年間の卒後インターン

シップを経て各保健医療施設に配属となる。ISSSの教育カリキュラムは、国際基準に沿って作

成され、国際機関の専門家を入れ定期的な見直しも行われており、教育のレベルには大きな問

題はないとされている。以前は3年ごとに学生募集が行われていた関係で助産師の新規配属も3

年ごとであったが、2011年以降は毎年の配属となっており、毎年、20～25名の新任看護師が誕

生している。保健省は、助産師の人数増加見込みを踏まえ、また、産科医不足の状況のなかで

母子保健にかかわる最も重要な保健医療従事者として助産師の役割を重視し、地方の保健ポス

トに最低1名の助産師を配属させる計画である。しかしながら、中央リファラル病院からの助産

師の配属要請が優先されるなどの問題もみられる。助産師養成は進められているものの、依然、

全国の保健医療施設を適切にカバーするには人員不足である。伝統的産婆（Traditional Birth 

Attendant：TBA）に実地訓練を行い、助産補助（matron）として助産師のいない保健ポストに配

属する措置を同時並行的に行うことで、対応しているのが現状である。 

また、ISSS卒業後の継続教育には問題も多い。現在、助産師に対する現任研修は、UNFPAの

資金援助により保健省が計画・実施しているが、助産師の継続的能力開発（Continuous Professional 

Development）を容易にする観点ではなく、そのときどきの現場の問題に対応する形で企画され

ているのが現状である。具体的には、保健医療施設の月例データや保健省職員の施設訪問結果

に基づいて研修テーマが決定されているため、施設内の個々の助産師のニーズや問題を把握す

るには至っていない。また、研修参加者が限定される場合には助産師長のみが対象となる場合

も多いため、必要な研修がそれを最も必要とする助産師には提供されないケースも散見される。

また、研修テーマにも偏りがあり、特定のテーマの技術研修が頻繁に行われる一方で、接遇や

業務管理、データ分析などのテーマはあまり扱われていない。そして、助産師増加の当然の結

果として生じた助産師の年齢分布の不均衡が問題を更に難しくしている。30代以下、かつ、経

験年数が5年に満たない助産師が大半を占める一方で、施設内で助産師をスーパーバイズする役

割をもつ助産師長（sage femme surveillant）はほとんどの場合県病院に1名のみの配置となってお

り、若い助産師に対する実地での十分な指導はしばしば困難な状況にある。 

 

２－５－２ 都市・地方格差 

ジブチ国は過酷な気候のために農業が未発達で、地方の開発が遅れていることもあり、人口

80万人の6割以上はジブチ市内に居住している。そのため、公的サービスの供給も人口の多いジ

ブチ市内に集中する傾向がある。保健サービスに関しては、地方分権化を推進し、地方におけ

る保健サービスを改善し公平なアクセスを実現しようとする地方保健システムアプローチの観

点から、地方での保健ポストの建設推進などの努力がみられる。表２－２に示すように、第1次・

第2次レベルの保健医療施設の配置は比較的均衡である。 
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表２－２ 地方ごとの保健医療施設配置 

保健行政区分 中央 

病院 

地域 

病院 

専門リフ

ァラルセ

ンター

中央輸血

センター

県病院

（CMH）

輸血 

ユニット 

保健 

センター

（CSC） 

保健 

ポスト

ジブチ市 2  4 1   11  

アルタ県  1   1 1  6 

アリサビエ県     1 1  6 

ディキル県     1 1  6 

オボック県     1 1  6 

タジュラ県     1 1  8 

計 2 1 4 1 5 5 11 32 
注：建設中の保健ポストを含む。 
出典：PNDS 2008-2012（改訂版） 

 

保健医療人材に関しても、上述した助産師の例のように、公正な配置を実現しようとする保

健省の姿勢は明らかである。 

しかし、サービス需要者側である住民の視点に立つと、地方におけるサービスの提供は十分

かつ均質には行われていないのが実情である。地方住民や、人口の20％以上を占める遊牧民の

なかには、保健ポストへのアクセスが困難な遠隔地に居住している者もあり、また、利用でき

る保健ポストが存在することすら知らない住民も珍しくない。こうした地域で威力を発揮する

モバイルクリニックは、車などの移動手段の欠如や高額の燃料費負担などの理由から、サービ

スを提供できない県病院も多い。 

産科ケアにおいてこの傾向は顕著であり、事実、ジブチ市とそれ以外では表２－３に示すよ

うにサービスの利用率にも格差が生じている。 

 

表２－３ 第1次・第2次保健医療施設における母子保健サービス利用状況 

保健行政区分 

（人口）* 

家族計画 

利用率 

ANC 

利用率** 

熟練助産者に

よる 

出産介助率*** 

ジブチ市（475,322人） 10％ 46％ 84％ 

アルタ県（42,380人） 3％ 16％ 16％ 

アリサビエ県（86,949人） 1％ 15％ 22％ 

ディキル県（88,948人） 1％ 12％ 17％ 

オボック県（37,856人） 3％ 17％ 19％ 

タジュラ県（86,704人） 2％ 9％ 10％ 
ANC：Antenatal Care（産前ケア） 
* 人口は2009年国勢調査データ 
** 保健医療施設レベルで把握・算出している対象人口のうち、人口集住地域に居住し、 
最低1回産前ケアを受けた妊婦の割合 

*** 保健医療施設レベルで把握・算出している対象人口のうち、人口集住地域に居住し、 
施設において熟練助産者の出産介助を受けた妊婦の割合 

出典：母子保健サービス利用に関する保健省モニタリングレポート（2012年4月） 
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また、現地調査における保健医療施設での聞き取りによって、産科機材のメンテナンスやリ

プレースメントにおいて、ジブチ市内と地方の保健医療施設に差もあることが把握された。例

えば、オボック県病院、タジュラ県病院、ディキル県病院では、機材のリプレースメントを保

健省に要請しても対応がなされないケースが多い。一方で、ジブチ市内の保健センターでは、

メンテナンスチームによる定期訪問は不十分ではあるものの、機材の故障の際に連絡をすれば

修理やリプレースメントが行われているとの話であった。その結果として、施設が提供するサ

ービスの質に影響が及んでいる可能性が推察される。そのため、患者が県病院にたどり着いて

も、必要な設備や機材の不備により治療が行えず、中央のリファラル病院に移送されるケース

が非常に多い。地方においては、いわゆる「3つの遅れ」7のすべてが典型的に発生しており、母

子の健康が脅かされていると考えられるのである。 

一方、都市部においては、母子保健サービスの利用率は高いものの、患者の多さに対応でき

る施設・人材のキャパシティが十分に確保されているとはいえない。実際に、現地調査での保

健省、保健センターの施設長、国際機関での聞き取りにおいては、都市部の助産師の接遇やコ

ミュニケーションの問題がしばしば指摘された。そのため、ジブチ市住民が保健センターを経

由せずに中央のリファラル病院で直接産婦人科医に診療を受けるケースも多く、正常分娩も含

めた全体の半数以上の出産がダルエルハナン産科病院で行われたとのデータもあり、サービス

利用の不均衡が顕著となっている。 

 

２－６ 当該分野の他開発パートナーによる支援とわが国の協力実績 

２－６－１ 他開発パートナーによる支援 

保健セクター、特に、母子保健分野においては、UNFPA、WHO、国連児童基金（United Nations 

Children’s Fund：UNICEF）、世界銀行、米国国際開発庁（United States Agency for International 

Development：USAID）、AFDが以下に示す支援を実施・計画している。 

    

（1）UNFPA 

UNFPAは、リプロダクティブヘルス分野に係る支援を1992年より継続的に実施している。

現在は、第3期カントリープログラム（2008-2012）の評価、並びに第4期カントリープログ

ラム（2013-2017）の策定時期にあたるが、いずれもMDG4及び5達成に向けた活動を盛り込

んでいる。 

第3期カントリープログラムでは、青少年を含むリプロダクティブヘルスを柱の1つに据

え、質の高い包括的なリプロダクティブヘルスサービスのアクセスと利用の改善を達成す

るために以下の活動を行っている。 

① 国家政策・プログラム策定：2010年にリプロダクティブヘルス国家政策、2011年に

妊産婦死亡率低減戦略を策定 

② 機材供与：第1次医療施設への産科機材及び分娩キットの供与、リファラル病院（バ

ルバラ病院、ダルエルハナン産科病院）及び地方病院の手術用ブロック2カ所への機

                                                        
7 妊産婦死亡の背景にあるとされる3つの課題。①第1の遅れ：知識・意識不足や社会文化的な背景による、問題発生の際に治療

を受けることを判断するまでの遅れ、②第2の遅れ：アクセスの問題による、緊急産科ケアを受けられる保健医療施設を見つ

け、たどり着くまでの遅れ、③第3の遅れ：施設・人材の問題や治療費確保の問題等による、保健医療施設で適切かつ十分な

治療を受けるまでの遅れ。 
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材供与 

③ 実務支援：家族計画、緊急産科ケア、HIV/AIDS及び性感染症対策の質向上を目的に、

行動指針、アルゴリズム等を整備 

④ 保健人材能力強化：ISSS及びジブチ医学校への機材・教材供与、卒後インターンシ

ップのツール開発、海外からの産科医リクルート、リプロダクティブヘルスに関す

る指導者研修（Training for Trainers：TOT）及び指導者による研修実施、助産師への

母子保健に関する現任研修実施等 

⑤ コミュニティ動員：IEC（Information, Education, and Communication：情報・教育・コ

ミュニケーション）ツールの開発、モバイルクリニック支援等 

 

なお、助産師への現任研修は、保健省が企画・申請し、UNFPAが資金提供する形で実施

されている。 

総額860万米ドルの支援が予定されている2013年からの第4期カントリープログラムにお

いても母子保健分野は最大の重点分野として支援が継続される見込みである。 

 

（2）WHO 

WHOは、現在ジブチにおいて、感染症、ヘルスプロモーション、非感染性疾患、エマー

ジェンシー、保健システム強化の5つの技術分野及び行政支援に関連して、11のプログラム

を実施している。母子保健はこれらの分野との関連において、また、他の開発パートナー

と共同でのMDGs達成状況モニタリングプログラムとの関係で部分的に支援が行われてい

る。 

なお、過去には医師、助産師、看護師に対し、リプロダクティブヘルスカウンセリング、

家族計画等の現任研修を実施した実績がある。また、助産師教育に関しては、ISSSでの基

礎教育カリキュラムの評価を実施し、カリキュラム改訂に対するフィードバックを行って

いる。 

 

（3）UNICEF 

UNICEFのジブチ国での支援分野は、小児疾病の統合管理（ Integrated Management of 

Childhood Illnesses：IMCI）対策〔拡大予防接種計画（Expanded Program on Immunization：

EPI）、コミュニティ啓発〕、母子保健〔 HIV/AIDSの母子感染予防（ Prevention of 

Mother-To-Child Transmission of HIV：PMTCT）、妊産婦・新生児ケア〕、保健政策策定の3分

野である。具体的には、新生児・乳児・妊産婦の死亡を減らす目的で、薬剤浸透蚊帳の利

用促進、6カ月間完全母乳育児、下痢症や急性呼吸器疾患、栄養不良の適切な対処、手洗い

や飲料水処理、EPI、産前ケア（Antenatal Care：ANC）、家族計画の改善、妊娠期の貧血予

防、保健ポストでのPMTCT、病院での深刻な栄養不良への対処、社会動員と行動変容のた

めのコミュニケーションといった具体的な活動が実施されている。 

特に、妊産婦死亡率の低減のためには地方での活動が最も重要との考えから、遠隔地に

あるコミュニティでの施設出産の勧奨やモバイルクリニックの強化に取り組んでいる。 
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（4）世界銀行 

世界銀行はジブチ国保健セクターの主要かつ最大のパートナーである（現在、保健省の

公的支出の20％に貢献）。2013年に開始する5年間のプロジェクトでは、MDG4、5、6の実現

のための保健サービスの質改善と利用向上をめざす700万ドルの支援が予定されている。 

具体的には、施設改修及び機材供与、専門医や専門技術をもつパラメディカルの養成、

予防接種・リプロダクティブヘルス・感染症などに関するサービス利用率改善のための資

金援助が行われる予定である。母子保健に関しては、ANC、家族計画、熟練助産者（Skilled 

Birth Attendant：SBA）の下での出産、緊急産科ケアサービスの改善のための支援が行われ

る予定となっている。 

 

（5）USAID 

2011年12月以降、保健セクターでの活動は行われていないが、現在は保健省と新プロジ

ェクトの協議中との情報である。 

2004年から2008年の間、地方における基礎的保健ケアの改善プロジェクトが実施された

（PECSE：Projet d’extension de la couverture des soins de santé essentiels – Expanded Coverage of 

Essential Health Service Project）。PECSEプロジェクトでは、①基礎的保健サービスの供給改

善（保健ポストの施設改修及び機材供与）、②保健サービスの質改善（助産師、看護師、CHW

に対する18モジュールの研修実施、及び、保健情報システム整備支援等）、③地域の能力向

上（地域での保健委員会組織化、及び、保健教育教材の開発）活動が行われた。 

 

（6）AFD 

2011年以降、保健セクター支援は行われていない。600万ユーロ規模であった2011年まで

のプロジェクトでは、保健省への協力（保健インフラ整備、機材支援、研修、技術協力、

プロジェクト管理）、及び、障害者支援とHIV/AIDS啓発活動が行われた。 

 

２－６－２ わが国の協力実績 

保健セクターに対する日本の協力は、これまでリファラル病院に対する無償資金協力として

実施されてきた。機材供与に際しては、課題別研修への研修員参加やフォローアップ協力調査

が行われている。また、母子保健分野、リプロダクティブヘルス分野に関する第三国集団研修

にジブチからの研修員が参加している。詳細は以下のとおり。 

    

（1）ペルティエ総合病院医療機材整備計画（1989年、無償資金協力） 

トップリファラル病院であるペルティエ総合病院の各病棟（主に外科、産科）に対し、

医療機器を供与。 

    

（2）医療機材整備計画（1991年、無償資金協力） 

ペルティエ総合病院及びポールフォール結核センターに対する機材供与。ペルティエ総

合病院に対しては、乳房撮影システム、心電図解析システム、人工呼吸器（2台）、患者監

視装置（4台）、回診用X線装置が供与された。ポールフォール結核センターには、X線透視

撮影システム、及び、気管支ファイバースコープ（2台）が供与された。 
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（3）母子保健強化計画（2000年、無償資金協力） 

ペルティエ総合病院、ダルエルハナン産科病院、バルバラ病院、ポールフォール結核セ

ンター、ハイアブレ保健センター、オボック県病院、タジュラ県病院、アリサビエ県病院

に対する機材供与。予防接種関連機材（BCG、麻疹、三種混合、破傷風ワクチン、注射器、

セーフティボックス等）、リプロダクティブヘルス関連機材（助産師キット、助産師再教育

用人体模型、教育活動用テレビ・ビデオデッキ、車両等）、産科関連医療機材（分娩台、保

育器、新生児蘇生台、超音波診断装置、麻酔器、救急車等）が各保健医療施設に供与され

た。 

 

（4）仏語圏アフリカ地域・医療機材管理・保守（基礎）（2000年、地域別特設研修） 

ペルティエ総合病院の医療機材メンテナンス課課長1名が参加。 

 

（5）サブサハラ・アフリカ（仏語圏）医療機材管理・保守（2011年、課題別研修） 

ペルティエ総合病院より1名参加。 

 

（6）青少年リプロダクティブ・ヘルス（1999年～、チュニジア第三国集団研修） 

チュニジアで実施されている、フランス語圏アフリカ諸国における青少年層へのリプロ

ダクティブヘルスに関する知識普及手法の技術研修にジブチから助産師や医師が参加。

2009年から2010年にかけ実施された5回の研修には計9名が参加。 

 

（7）母子保健、母子保健フェーズ2（2007年～、モロッコ第三国集団研修） 

母子保健分野におけるニーズの高いフランス語圏アフリカ諸国で母子保健に携わる医療

従事者の技術と知識の向上を図るためにモロッコで実施されている技術研修にジブチから

助産師が参加。2012年1月～2月に実施された研修には、県病院に勤務する4名の助産師長・

助産師が参加。 

 

（8）医療機材管理・保守研修フォローアップ協力調査（医療機材保守管理）（2012年、フォロ

ーアップ協力調査） 

ペルティエ総合病院及びバルバラ病院の医療機材メンテナンス課の組織能力強化を中心

とする医療機材保守管理システムの構築に貢献することを目的に、フォローアップ協力調

査が実施された。ジブチの医療機材保守管理の状況確認調査、及び、保健省及び医療機材

保守管理関係者との協働による、ペルティエ総合病院、バルバラ病院、その他保健医療施

設の医療機材保守管理技術者約20名に対する現地セミナーを通じた技術指導を実施。 
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第３章 プロジェクト基本計画 
 

３－１ プロジェクトの実施体制 

本プロジェクトの実施機関はジブチ国保健省である。部署としては、母子保健局が本プロジェ

クトを担当する。また、直接のカウンターパートとしていないが、特に成果1に関し、研修実施体

制を強化する関係機関として、ISSSやジブチ医学校、リファラル病院であるダルエルハナン病院

及びバルバラ病院の協力を得る必要がある。実施体制についての図は、付属資料１．署名ミニッ

ツのAnnex Iを参照されたい。 

 

３－２ プロジェクトの枠組み 

（1）上位目標 

ジブチ国内の周産期における女性の健康が改善される。 

＜指標＞ 

1）妊娠と出産による妊産婦死亡率が低減する。 

2）産前ケア及び産後ケアのカバー率 

 

（2）プロジェクト目標 

保健医療施設において助産師により適切な妊産婦・新生児ケアが提供される。 

＜指標＞ 

1）適切な妊産婦・新生児ケアが提供される施設数 

2）県病院またはリファラル病院に適切にリファーされるハイリスク妊産婦の数 

3）研修を受けた助産師により提供される妊産婦・新生児ケアの質 

 

（3）成果及び活動 

成果1：保健医療施設に勤務する助産師の標準的な妊産婦・新生児ケアを提供する知識及び技

術が向上する。 

＜指標＞ 

1）プロジェクトが実施する現任研修に参加した助産師の数 

2）研修受講により向上した助産師の知識（及び技術） 

3）実務のためのマニュアル類及び掲示物を所有する保健医療施設の数 

＜活動＞ 

1-1．助産師現任研修のための委員会を設置する。 

1-2．妊産婦・新生児ケア提供の知識・技術に関し、助産師の能力及びニーズを同定・分析す

る。 

1-3．助産師の現任研修に係る研修パッケージ（研修計画、モジュール、ツール）を改訂・策

定する。 

1-4．リファラル病院に対し、助産師の現任研修を実施するために必要な支援を行う（第三国

でのTOT、機材供与等）。 

1-5．助産師が適切な妊産婦・新生児ケアを提供するために必要な現任研修を実施する。 

1-6．研修実施に係るフィードバックに基づき研修パッケージを改訂する。 



 

－17－ 

成果2：保健医療施設において、助産師の知識・技術の維持を促進する支援的環境が強化され

る。 

＜指標＞ 

1）保健医療施設における必要機材の利用状況 

2）助産師スーパーバイザーが実施する標準化された現任研修フォローアップの数 

＜活動＞ 

2-1．保健医療施設による、助産師が現任研修で得た知識・技術の維持を促進するための活動

計画の策定・提出を支援する。 

2-2．活動計画の精査に基づき、保健医療施設に必要な産科機材を供与し、活用状況をモニタ

リングする。 

2-3．保健医療施設の助産師スーパーバイザーと保健省職員が助産師現任研修のフォローアッ

プを実施するための標準業務チェックリストを開発する。 

2-4．保健医療施設の助産師スーパーバイザーと保健省職員を対象に、助産師現任研修のフォ

ローアップ実施に係る研修を実施する。 

2-5．保健医療施設の助産師スーパーバイザーが助産師現任研修のフォローアップを実施する。 

2-6．保健省職員が、保健医療施設における助産師スーパーバイザーの現任研修フォローアッ

プを指導する。 

 

３－３ 投入計画 

本プロジェクトは、2013年1月から2014年12月の2 年間のプロジェクトを予定している。 

投入計画は下記のとおりである。 

 

（1）日本側の投入 

1）専門家派遣 

チーフアドバイザー/母子保健、業務調整、その他必要に応じて派遣 

2）供与機材 

必要に応じて、基礎的産科機材を基礎的緊急産科ケアを提供する保健医療施設に対して

供与する。 

3）研修員受入れ 

4）在外事業強化費 

教材印刷費、現地研修・ワークショップ費用、運転手・アシスタント雇用費等 

 

（2）ジブチ国側の投入 

1）カウンターパート人件費 

2）施設及び資機材 

専門家のための執務スペース 

3）ローカルコスト 
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第４章 プロジェクト実施の妥当性 
 

本プロジェクトの協力規模は小規模案件相当であるため、妥当性についてのみ評価する。以下

の理由から、本プロジェクトの妥当性は高いと判断できる。 

 

４－１ 本プロジェクトのジブチ国国家政策・戦略との整合性 

INDS 2008-2012で強調された「基礎的社会サービスへのアクセス改善、雇用創出、貧困層に対す

る支援」の優先課題のひとつである、人的資源開発、基礎生活向上、環境保全のための計画のひ

とつとして、保健分野の強化が位置づけられている。そして、保健サービスの利用率改善という

具体的な戦略を推進するため、リプロダクティブヘルス全般の質の改善を打ち出している。また、

INDSの実施によるMDG5の達成は、重要な目標である。 

第2次PNDS 2008-2012では、目標のひとつである「国民のニーズに応えられる保健サービスの普

及、機能、質を確保する」のため、妊産婦・新生児の健康向上に向けた介入強化が戦略として打

ち出されており、具体的には施設や機材の整備と並行して保健人材の強化を図ることとされてい

る。策定中の第3次PNDS 2013-2017でも、引き続きこの戦略は維持される予定である。 

すなわち、助産人材により提供される保健サービスの質改善からジブチ国の周産期における女

性の健康改善をめざす本プロジェクトの目標は、ジブチ国の国家政策・戦略に合致している。 

 

４－２ 本プロジェクトの日本の援助政策・戦略との整合性 

日本の新保健政策として2010年に発表された「国際保健政策2011-2015」では、妊産婦・乳幼児

死亡率の更なる低下のために、妊産婦と新生児の死亡率低減の効果が証明されている保健サービ

スパッケージ（EMBRACEモデル）を導入し、具体的支援策のひとつとして施設ベースの予防及び

治療ケアの強化のための取り組みを明示している。 

JICA保健分野ポジションペーパー「JICAの保健分野の協力－現在と未来－」（2010年9月）は、

特に母子保健と感染症対策という保健課題に力点を置き、母子保健課題への対応として、保健医

療サービスへのアクセス確保と保健医療サービスの質の向上による包括的な母子継続ケアを提供

する体制強化を打ち出している。そして、具体的な施策として、妊産婦健診、出産介助などの保

健医療サービス提供人材の育成等を支援するとしている。 

これを受け、JICA課題別指針「母子保健」（2011年11月）においても、基本姿勢として母子保健

サービスの持続的・自立的な実行を支える仕組み・能力の強化を支援することを示し、継続ケア

の視点を保ちつつ、産前ケア、助産専門技能者による正常出産介助と褥婦・新生児のケア、乳児

のケアを中心に取り組みを進めることを明らかにしている。 

保健医療施設において、助産師が提供する妊産婦・新生児ケアの質を向上させるアプローチか

らジブチ国の母子保健課題に取り組もうとする本プロジェクトは、日本の援助政策・戦略との整

合性が高い。 

 

４－３ ターゲットグループの選定は適切か 

当初は要請に記された4カ所の県病院及びジブチ市内で産科ケアを提供する3カ所の保健センタ

ーに勤務する助産師を直接裨益者に想定していたが、調査及び保健省との協議の結果、現在保健

医療施設に勤務している全助産師を対象とすることとなった。これは、上記保健医療施設に勤務
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する助産師が30名程度で助産師全体の4分の1にも満たないこと、各保健医療施設では、約2年で1

～3名の異動や退職が発生しており、欠員が生じた場合にはリファラル病院の助産師が異動するこ

とがほとんどであること、ジブチ国保健省は、第1次保健医療施設である保健ポストに少なくとも

1名の助産師を配置する計画があることによる。よって、プロジェクトの効果的実施並びに効果の

持続性確保の面において、リファラル病院及び保健ポストに勤務する助産師を含む全助産師（130

名余）を対象とすることは適切である。 

 

４－４ ターゲットグループのニーズとの合致 

ジブチ国は保健人材の育成と能力強化を国家戦略に掲げ、ジブチ医学校での医師養成や、チュ

ニジア及びモロッコにおいて専門医養成研修を行っている。しかし、現在ジブチ国内にジブチ人

の産婦人科医は3名しかおらず、専門医養成施策も短期的に専門医不足を解消するものではない。

地方の県病院でも大半の場合医師は一般医1名のみの配置のため、産科ケアの最前線に立つのは助

産師であり、彼らには幅広い知識と技術が求められている。ヘルスポストに配属された助産師に

は、加えて施設責任者としての役割も求められる。 

助産師の養成は、パラメディカル技術者養成を担うISSSにおいて行われている。3年課程で毎年

30名程度の新任助産師が育成されており、教育レベルにも大きな問題はないとされている。しか

し、卒後のインターンシップに関しては明確なプログラムは存在せず、新卒の助産師が実践の場

で適切な知識と技術を習得しているとはいい難い状況である。配属後は、病院長や助産師長によ

る指導や、保健省による現任研修といった支援的な環境は存在するものの、これらも戦略的に助

産師の知識と技術の維持・向上を担保するものとはなっていない。予算や人的制約もありアドホ

ックに行われているのが現状であり、助産師の抱える多様な問題やニーズには必ずしも合わない

支援が提供されている事例が散見される。そのため、適切な妊産婦・新生児ケアの提供に対する

助産師のニーズは極めて高いと判断される。 

間接裨益者である周産期の女性と新生児のニーズに関してであるが、第一に、保健医療施設で

提供される妊産婦・新生児ケアの利用率についてはさまざまなデータが存在しており、確定値を

得るには至らなかったが、ジブチ市内と地方5県の状況には大きな違いがあり、市内の施設でのケ

アの利用率は高く、地方5県の施設での利用率は低い傾向にあった。ジブチ国では、ジブチ市内に

人口約80万人の6割以上が居住しているため、全国的にみると一定程度の利用率は認められる。 

なお、現状では合併症や出血を伴う症状が見られた妊産婦はほぼ全員県病院からリファラル病

院にリファーされており、リファーのいわゆる3つの遅れのうち「第3の遅れ」（保健医療施設で適

切なケアを受けるまでの遅れ）が、施設レベルでは問題となっている。よって、継続ケアの強化

による危険兆候の早期把握と、基礎的緊急産科ケアの質向上による適切なケア提供の必要性はあ

るといえる。 

 

４－５ プロジェクトのアプローチはジブチ国の母子保健向上のための戦略として適切か 

助産師への現任研修の確立と保健医療施設での研修後の支援的環境づくりは、母子保健サービ

スの提供において医師不足に対する補完的な役割をしばしば求められ、妊産婦と新生児ケアの最

前線に立つ助産師を直接的に支援する観点から適切である。 

現在、助産師に対しては、UNFPAの資金支援により、保健省が20程度のテーマに関する現任研

修を計画・実施している。現任研修の実施は、各施設の月例報告の分析に基づいて必要な研修テ
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ーマが選定されたうえで行われ、地域や立場によりバラつきはあるものの、助産師は年に複数回

の研修に参加している。その点で、助産師には能力向上のための機会は用意されているといえる。

また、PNDSには保健サービスの質向上を目的とした保健人材育成のための現任研修戦略の策定と

運用が規定されており、これを受け戦略の最終版が既に保健省より発表されている。しかし、運

用のための具体的計画はなく、現任研修の全体計画や研修後に適切なフォローアップが行われる

体制にはなっていない。そこで、現任研修戦略を助産師の能力強化において部分的に実現できる

という点でも本アプローチは適切である。 

現任研修の実施に関しては、ISSSやリファラル病院との連携も想定されているが、助産師に対

する卒後のインターンシップに課題があるため、効果的な連携によりこれらの課題も改善できる

可能性もある。 

ただし、本アプローチの実施に際しては、人材や設備、予算の制約を把握しておく必要がある。

また、保健省内での各担当部署の調整が適切に行われ、母子保健にかかわるドナーとの協調が十

分に図られる必要がある。 

 

４－６ 日本側・ジブチ国側の費用負担の公平性の確認 

日本側からは、専門家派遣、カウンターパート研修、助産に関する基礎的機材を投入するのに

対し、ジブチ国側からはカウンターパートの配置、プロジェクト事務所及び事務所に必要な設備、

光熱費等のオペレーショナルコストが割り当てられた。また、プロジェクト終了後の持続性の確

保をジブチ国側が行うと確認されている。 

しかし、費用の詳細分担まで詰めるには至っていない。ジブチ国保健省にとって日本の技術協

力プロジェクトは初めての機会であり、活動費に対する日本側への期待感もみられており、今後、

詳細を個々に確認していく作業が必要となる。 

 

４－７ 他ドナーの保健分野支援政策・プログラムとの合致 

現在、保健分野に関する技術支援は、WHO、UNICEF、UNFPAが実施している。なかでもUNFPA

は、助産師に対し保健省が実施している現任研修に対する資金支援をほぼ全面的に行っており、

本プロジェクトでは支援の重複回避と適切な役割分担を模索する必要がある。UNFPAでは、現任

研修の実施に係る技術的支援は行っていないことから、プロジェクトで研修パッケージの整備と

研修計画策定、実施を支援し、UNFPAには引き続き資金支援を求めることで、プロジェクトの妥

当性を確保しつつ効率化と持続性の確保を図ることができると思われる。 

また、ジブチ国ではWHOやUNFPAのコンサルタントが保健政策や戦略の立案に深くかかわって

いるため、妥当性の維持を考慮するにあたり、日常的に国際機関を中心とする他ドナーとの情報

交換や協調に配慮しなければならない。 

 

４－８ 日本の経験・リソースの活用 

本プロジェクトに適用可能な保健人材、特に助産人材に対する現任研修としては、サブサハラ

アフリカを中心とする多くの国や地域で技術協力が実施されている。ジブチ国と同じフランス語

圏でも類似分野での技術協力プロジェクトや第三国研修等は行われており、特にモロッコ国にお

ける継続的母子保健ケアの協力では、助産師の継続教育計画や評価のためのチェックリストなど

のツールが開発されているため、この経験を本プロジェクトに活用できる可能性がある。また、
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第三国研修として実施されている母子保健研修にはジブチ国の保健医療施設の助産師長などが参

加しており、研修プログラムの検討に際して内容を参考とするとともに、第三国研修参加者を巻

き込んでいくことが可能である。 

日本のこれまでの支援の成果を踏まえてジブチ国への協力を行っていけるという点で、経験及

びリソースの活用可能性は十分にあるといえる。 
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第５章 総 括 
 

５－１ 団長総括 

ジブチ共和国は1990年代に起きた内戦、旱魃などにより、国は疲弊し、現在は外部からの支援

を得て、国の再建が急速に行われているところである。 

このような状況にあって、高い妊産婦死亡率を抱える同国は、日本政府に対して、妊産婦死亡

率減少をめざした助産師の能力向上に関する要請を申請した。これを受けて、2012年8月下旬から

9月初旬の約2週間にわたり、詳細計画策定をめざした本調査団が派遣され、現地にて、現場訪問、

関係者への聞き取り、及び関係機関からのデータ収集を中心に、保健医療の人材育成の観点から

調査を実施した。その結果、産科医師をはじめとする専門医の数が圧倒的に少ない現状において、

妊産婦や新生児ケアに係る助産師の役割は非常に重要であり、助産師の能力強化は喫急の課題で

あることが確認された。 

ジブチ国保健省は質の高い保健医療サービスを提供するうえで、さまざまな問題点を抱えてい

る。大きなボトルネックとなっているのは、いまだ必要な信頼すべきデータが欠如しているため

に、現状を的確に反映した保健医療分野の現状分析が難しいことであろう。例えば、妊産婦死亡

率であるが、1996年の調査で得られたデータが最新のものであり、関係機関は、これを使って現

時点での推定値を出している。その結果、機関によって数値に幅がみられる。また、保健省内の

情報管理システムもなく、情報は個々の部署の担当者が握っているのが現状である。 

保健医療人材の観点からの大きな問題点としては、保健医療関係者の絶対数があまりに少ない

ことであろう。助産師の数に関しては、少なくとも現在の数の2倍は必要であると考えられており、

現状ではいわゆるTBAといわれる人材の活用に加え、通常では医師が行う医療行為を助産師に肩

代わりさせる方向になっていることも否めない。その一方で、保健医療従事者の業務規程がない

ために、万が一の事故に対しても助産師が法的に守られる状況にはなっていない。また、助産師

は政府の助産師養成専門機関において3年間の全教育期間中の教育費が免除され、生活費も支給さ

れるうえに、卒後は保健省に全員雇用されるという恵まれた環境にいるものの、卒後のインター

ンシップについては明確なプログラムが作成されておらず、経験未熟な新卒者があまり現場指導

も受けられない地方にいきなり赴任させられるという事態も生じている。さらには、UNFPAをは

じめとする援助機関による現任教育がなされているが、各機関の連携もなく、系統的な現任教育

には至っていない。 

このような状況下で、日本側はジブチ国側と討議を重ねた結果、業務規程を含めた助産師の地

位向上やそれに伴う妊産婦死亡率の減少という長期的視野をもちつつ、具体的には、①助産師へ

の標準的な妊産婦・新生児ケアを提供できる現任研修の確立、②研修後の知識と技術の維持を支

援する環境づくり、この2つを支援することにより、助産師による標準的な妊産婦・新生児ケアが

継続して実践されることをめざすプロジェクトとすることで合意するに至った。 

 

５－２ 母子保健団員総括 

（1）母子保健分野における医療事情に関して 

地方の病院を含め、今回視察した医療施設は、人員配置、施設環境整備など好ましい状況

とはいい難いと思われた。妊産婦ケア改善においては、機材の整備（修理を含む）が不可欠

と思われる施設が多いと思われる。さらに、入院病室の環境はいずれの施設も良好とはいい
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難い。入院ベッドには、シーツもない施設が多く、清潔への配慮が不足していると思われた。

さらに、ジブチ市内の病院では、病床数の不足から床に寝ている患者も散見された。施設訪

問における入院や分娩の実績等に関する質問では、多くの施設で即答は得られなかった。し

かしながら、業務内容等の質問ではてきぱきとした回答があった。助産師の役割は、産婦人

科医の不足等から医師レベルの判断を求められる状況にあるため、精神面においても、負担

の多い職場環境と思われた。 

記録物などは、一定レベルの記載は行われていたが、患者のプライバシーを配慮した環境

の整備が必要な状況にあると思われた。また、記録物は標準化されていることも確認できた

が、技術面支援のためマニュアルなどを整備する必要性が高いと思われる。 

 

（2）助産師に対する継続教育の実施状況に関して 

訪問した施設における助産師との会話や記録物等から判断すると、基本的に必要な知識は

確保されている印象をもった。また、卒後の継続研修に関しては、予想以上に多くの研修が

実施されていると思われた。しかしながら、インタビューした助産師から、どの研修に参加

したかなどの具体的な回答を得ることは難しかった。つまり、多くの研修は受けているが研

修の結果が日常業務に生かされているかに関して疑問が残った。具体的な問題としては、次

のことが予想できる。 

① 卒後の研修が管理職等の一部の人材に集中している可能性がある。 

② 研修実施後に業務改善等を行うための環境が整備されておらず、更に長期的な視点に

たった成果に関する評価が実施されていない。 

③ 研修の企画は助産師等の要請によるところが多いとの話があったが、長期的な視野に

基づいた研修プランが立てられていない。 

④ 助産師の経験年数等に基づいて必要とされる研修の企画が少なく、業務伝達に関する

内容も研修と呼んでいる可能性があると思われた。 

⑤ 卒後の継続研修に関する保健省の予算は明確でないが、UNFPA等多くの援助機関から

の支援を得ているので研修実施に関する予算上の問題は少ないと思われた。 

⑥ 訪問中に研修講師等からのヒアリングの機会が得られなかったが、研修講師となる人

材は、産婦人科医（ジブチ人医師は国内に3名）及び医療専門学校等の講師に依頼して

いることをかんがみて、一定レベル以上の質の向上は難しいと思われた。つまり、臨

床医の経験に基づいた研修が実施されていることは評価できるが、アカデミックな経

験が少ない点が懸念される。 

⑦ 卒後の研修を企画するには、地方では対象の人数が少なく、講師派遣の費用対効果を

考えると効率性に疑問が残る。しかしながら、一番遠い地方病院でも4時間あまりの移

動で首都に上京し研修の受講が可能である。その場合は、夜勤のシフト交代等により

研修に参加しない関係者への負担が多くなる傾向があると思われる。研修の内容等に

より、地方で実施可能な研修、首都に上京する必要のある研修などの整理が必要だが、

研修担当部署である保健省母子保健局でその判断ができると思われる。 

 

（3）今後の支援の方向性に関して 

① 研修内容及び研修参加者の具体的な人選条件などを整理し、計画的な研修が実施され
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るよう支援する必要がある。 

② 研修内容を評価し、必要に応じて支援のための手順書、ポスターなどの作成支援が求

められているので同分野への支援の中心であるUNFPAなどの国際機関等との協調が不

可欠と思われる。 

③ 研修実施後の評価を確実かつ正確に行うためには、評価表の整備などを行い、計画的

な評価を実施し、研修内容の改善を行う必要がある。そのためには、地方の基幹病院

や首都の研修受入病院において、研修事業担当者（専任を得ることが好ましい。人員

の確保に問題がある場合は兼任も可とするが、その場合でも研修担当業務の比重を多

くとる必要がある）を確保する必要があると思われる。 

④ 研修講師の育成支援は、印象としては求められていないと感じたが、臨床実習施設に

求められる研修受入先としてのレベル向上のための支援は必要と思われる。産婦人科

専門医の不足をカバーできる研修支援体制の整備が不可欠と判断する。研修施設への

投入は、モロッコ国からの最も効果的な支援のひとつになると思われる。 

⑤ 研修項目として助産師への超音波診断技術習得のための研修実施支援が必要との話が

あったが、臨床現場における助産師の業務は煩雑を極めており、助産師が超音波診断

を行うことには疑問が残った。しかしながら、医師の不足は当面は改善しないと考え

られるため、検討の余地はあると思われる。 

⑥ 助産師の技術力向上は妊産婦のケア向上において、必須である。一方、UNFPAにおけ

るヒアリングでは、2011年11月以降の約半年間で20回あまりの研修実績があることが判

明した。したがって、日本側が支援する内容等は十分に検討・評価し、関連機関との

調整をする必要があると思われる。そのためには、少なくとも母子保健分野において

一定レベルの経験を有する専門家の確保が不可欠である。 

⑦ モロッコ国からの専門家派遣等による支援に関しては、今回の調査期間内で研修の具

体的な内容等を提案することは難しいと思われる。つまり、今回の調査期間では助産

師の臨床現場における技術面の評価が十分にできていない。そのため、必要とされる

技術支援の具体的な内容等については、プロジェクト開始ののち、臨床環境を再調査

し調整することが肝要と思われる。とはいえ、現状では、臨床における研修機関の整

備が最も好ましい支援であることに変わりはない。 

⑧ 臨床指導者や保健政策に携わる人材に対する研修の実施は不可欠と思われるのでプロ

ジェクト開始ののち、カウンターパート関係者をモロッコ国に招へいし、モロッコ国

の現状等を視察する機会が提供できると、向上のためにめざすべき事項などがより具

体的になると思われる。そのための受入れに関する調整は問題ないと判断する。 

 

（4）その他 

ジブチ国では、人材育成を強化し地方における保健サービス改善を図っていることが確認

できたが、人員の不足から必要な人員が適正に配置される状況にはないと思われた。つまり、

現状では全国の保健施設をカバーできるような人員配置には至っていない。また、現地の教

育に携わる関係者からは、新卒助産師の地方への赴任の時期（卒業直後）など改善の必要が

あるとの指摘もある。このような状況ではあるが、医療専門学校にて養成した人員は、卒業

と同時に、確実に保健省に雇用されるなど予算上の問題は努力されていることが評価できる。 
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現状では国内で基礎教育以上の教育環境整備は困難なため指導者の育成を行える状況にな

く、モロッコ国やチュニジア国等に養成を依頼している。第三国研修などへの参加は、保健

省及び参加者等の話から、技術の向上への寄与はもとよりモチベーションの確保・維持につ

ながっていると思われた。プロジェクトの実施では、少なくとも日本が支援する研修への参

加者の人選には積極的に関与し、研修実施後のアクションプラン実施支援の必要があると思

われる。研修の成果を積み上げてゆくことが、結果として、母子の健康維持・向上につなが

ると思われる。 

 

５－３ プロジェクト実施に向けた留意事項 

（1）実施部署での業務姿勢 

実施機関となる母子保健局は、母子保健局長を除いて、それぞれの部に配置されている人

材はそれぞれ1名であり、かつ母の保健部と母子感染予防部は1名で2つの部を束ねている。通

常母子保健を担当する部署は援助機関の対応に忙しいため、この人員の配置状況が分かった

時点で、この部署のプロジェクトへの支援体制に大きな不安が感じられた。そこで、保健省

側との話し合いのなかで、JICA専門家と共にプロジェクト活動を優先して実施できるカウン

ターパートの要請を行ったところ、新たにプロジェクト専属のカウンターパートを1名確保す

ることとなった。協議により、このカウンターパートをプロジェクトマネジャーとし、多忙

である母子保健局長はプロジェクトダイレクターに位置づけて権限をもたせておくことがプ

ロジェクトを効率的に進めるうえで賢明であることが判明し、この配置で双方が合意するに

至った。また、事務次官は討議議事録（R/D）の署名者としてプロジェクトに対する全責任を

もつこと、JICA支所長が保健省と話をする場合の相手は事務次官となることも確認した。そ

こで、留意すべきは、プロジェクトダイレクターである母子保健局長との密なコミュニケー

ションである。現在保健省は援助機関の動きをつぶさに把握し、保健医療に関するこれらの

活動についての意思決定はすべて保健省が担うという努力をしている。このような繊細な状

況のなかでは特に、プロジェクトダイレクターが実質的な意思決定者であることを理解して、

文書をはじめ活動のすべてを報告し、必要なときに承認が容易にとれるような密な関係をつ

くりあげておくことが必要である。さもないと、保健省との間に亀裂が生じ、プロジェクト

運営に支障が出てくることになってしまうであろう。 

 

（2）保健省内での情報収集 

保健省内の情報管理システムはなく、情報は縦の関係で把握されているうえに、個々の部

署のトップがその情報を握っているのが現状である。したがって、必要なときに必要な情報

やデータが入手できるように、政府内の関係諸機関のトップと良好な人間関係を構築する努

力を払う必要がある。 

 

（3）他の援助パートナーとの連携と活動の調整 

UNFPA、WHO、世界銀行、UNICEF、USAIDといったパートナーが人材育成、機材、施設

の建設などに支援を注いでいるにもかかわらず、これらが一堂に集まって情報共有をする場

は設置されていない。すなわち支援側も横のつながりはなく、個別に活動しているのが現状

である。したがって、後発に保健医療分野に参入したJICAとしては、これらの機関との調整
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にも力を注ぎ、活動の重複を避けるような努力を払うとともに、連携ができるところは連携

するといった効率性の高い戦略を講じるべきである。 

 

（4）長期で赴任する専門家の人選 

プロジェクトでメインに働く専門家はプロジェクト業務をこなすだけでも多忙になるが、

それに加えて援助機関との調整は言うに及ばず、必要に応じてはそれらの機関との連携も視

野に入れて業務をこなす必要がある。さらには、政府内の関係諸機関との関係も密であるこ

とが情報収集のうえで重要である。したがって、長期に赴任する専門家には通常の専門家と

しての専門性に加えて、折衝能力、コミュニケーション能力なども考慮に入れた人選が必要

である。 

 



付 属 資 料 

 

１．署名ミニッツ（英語・仏語） 

 

２．主要面談者リスト 
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